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船舶事故調査報告書 

 

                             令和元年１２月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和元年８月７日 ０５時１０分ごろ 

発生場所 愛知県常滑
とこなめ

市中部国際空港北西方沖 

中部国際空港北進入灯施設先端灯から真方位３１１°１.９海里

（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°５４.１′ 東経１３６°４６.３′） 

事故の概要  漁船第３八千代
や ち よ

丸、漁船第二八千代丸及び漁船第五八千代丸は、接

舷した状態で揚網作業中、第二八千代丸の船長が死亡した。 

事故調査の経過  令和元年８月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第３八千代丸、１３トン 

   ＭＥ２－５５３５（漁船登録番号）、個人所有 

   １６.５８ｍ（Lr）×４.２８ｍ×１.２９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４００kＷ（動力漁船登録票による）、平成７

年２月１３日 

Ｂ 漁船 第二八千代丸、１４トン 

   ＭＥ２－５６２１（漁船登録番号）、個人所有 

   １６.０５ｍ（Lr）×４.５１ｍ×１.３３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１５０、平成９年１２月２７日 

Ｃ 漁船 第五八千代丸、１０トン 

   ＭＥ２－５８０１（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.９８ｍ（Lr）×３.９６ｍ×１.２２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５４０kＷ（動力漁船登録票による）、平成１

６年１２月４日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４６歳 

   二級小型船舶操縦士    

    免許登録日 平成１６年１１月２２日 

    免許証交付日 令和元年７月３日 

           （令和６年１１月２１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    
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    免許登録日 昭和５０年９月２６日 

    免許証交付日 平成２６年７月１４日 

           （令和２年５月１日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ３１歳 

   二級小型船舶操縦士    

    免許登録日 平成２１年７月１５日 

    免許証交付日 令和元年５月２７日 

           （令和６年５月２６日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船（網船）は船長Ａ及び甲板員（以下「甲板員Ａ」という。）が

乗り組み、Ｂ船（手船）は船長Ｂ及び甲板員（以下「甲板員Ｂ」とい

う。）が乗り組み、Ｃ船（運搬船）は船長Ｃが１人で乗り組み、共に

船団（以下「本件船団」という。）を構成し、２そう船びき漁（いわ
．．

し
．
漁）を行う目的で、令和元年８月７日０２時５０分ごろ中部国際空

港北西方沖の漁場に向けて三重県津市白塚
しらつか

漁港を出港した。 

本件船団は、漁場に到着し、０４時３０分ごろ網を投下した後、Ａ

船が右側の引き綱を、Ｂ船が左側の引き綱をそれぞれ引き、えい
．．

網を

開始した。 

本件船団は、１回目のえい
．．

網を終え、Ａ船の左舷側にＢ船が、右舷

側にＣ船がそれぞれ接舷し、互いに船首及び船尾のたつ
．．

にロープでつ

ないで横船列を構成した後、Ｂ船及びＣ船が機関を停止したのちに船

長Ｂ及び船長ＣがＡ船に移乗し、Ａ船が、機関を回転数毎分約５００

とし、微速力前進で揚網作業を開始した。 

Ａ船は、船長Ｂがウインチの船首側で見張り等を行い、船長Ａがウ

インチの左舷側のローラで左側の引き綱を、船長Ｃ及び甲板員Ａがウ

インチの右舷側のローラで右側の引き綱をそれぞれ巻き揚げて甲板上

に繰り始めた。 

Ｂ船は、甲板員Ｂが、２回目のえい
．．

網の準備を行う目的で、Ａ船の

甲板上に繰られた左側の引き綱をＢ船に取り込む作業を開始した。 

船長Ａは、ウインチの摺動
しゅうどう

部の滑りが悪かったので、船長Ｂと左

側の引き綱の巻揚げ作業を交代し、船長Ｂが左舷側の舷縁に腰を掛け

てローラに引き綱を５回程度巻いて巻き揚げた引き綱を甲板上に繰っ

ている様子を見た後、ウインチの摺動部にスプレー式潤滑剤を噴霧し

始めた。 

船長Ａは、０５時１０分ごろ、船長Ｂの叫び声を聞き、船長Ｂの方

を見たところ、ローラで巻き揚げられた左側の引き綱が左舷側舷縁を

越えてプロペラの方向に引っ張られ、緊張した同引き綱とＡ船の左舷
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側舷縁との間に腰部付近を挟まれている船長Ｂを認め、ウインチ後部

の遠隔操縦装置で機関を中立運転とし、船長Ｂを救出した。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本事故当時の揚網作業の状況（イメージ） 

 

船長Ａは、船長Ｂの意識がなかったので、船長ＢをＣ船に乗せ、Ｃ

船で白塚漁港に向けて漁場を出発し、Ａ船が所属する漁業協同組合に

本事故の発生を連絡した。 

船長Ａから連絡を受けた漁業協同組合担当者は、警察署に通報し、

同警察署が海上保安庁に連絡した。 

船長Ｂは、白塚漁港に運ばれた後、救急車で病院に搬送されたが、

死亡が確認され、死因は骨盤開放骨折及び右大腿骨骨折による出血性

ショックと検案された。 

Ａ船は、本事故後、船長Ｃが潜水してプロペラに巻き込まれた引き

綱を切断した後、船長Ｃの操縦によりＢ船と共に白塚漁港に帰港し

た。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船及びＢ船、写真２ Ａ

船の船尾甲板 参照） 

 その他の事項 船長Ｂは、２そう船びき漁の経験が約６０年あり、Ａ船及びＢ船で

の操業経験が約１５年以上あった。 

 Ａ船は、中央部に操舵室が、操舵室後方にウインチがそれぞれ設け

船長Ａ 

船長Ｂ 

船長Ｃ 

甲板員Ａ 

甲板員Ｂ 

Ａ船 

Ｂ船 Ｃ船 

機関の 

遠隔操縦装置 

ローラ 

左側の引き綱 

左側の引き綱 右側の引き綱 

本事故時の再現 

甲板上に繰られた左側の引き綱 
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られ、ウインチの左右舷側にローラを有し、また、ウインチ後部に機

関の遠隔操縦装置が設けられていた。（図１参照） 

 船長Ａは、ウインチの摺動部にスプレー式潤滑剤の噴霧を、船長Ｃ

及び甲板員Ａは、右側の引き綱を巻き込む作業を、甲板員Ｂは、Ｂ船

上で引き綱を取り込む作業をそれぞれ行っていたので、船長Ｂの作業

状況を見ておらず、船長Ｂの叫び声を聞くまで引き綱が左舷側舷縁を

越えて海面に垂れ下がっていることに気付かなかった。 

甲板員ＢがＢ船上に取り込んでいた引き綱は、本事故時、緊張又は

送出しておらず、また、全員が船長Ｂを救助することに必死であった

ので、本事故時の甲板上に繰られた左側の引き綱の状況については、

誰も覚えていなかった。 

 Ａ船及びＢ船は、揚網時に網を両船のウインチで巻き込んだ場合、

網が両船にまたがった状態で接舷して航行する必要が生じるので、Ａ

船のみが網を積載して漁場まで航行し、漁場でＢ船と接舷した後、網

の右側をＡ船の引き綱に、網の左側をＢ船の引き綱にそれぞれ連結し

て網を投下し、えい
．．

網を行った後、Ａ船のウインチのみで左右の引き

綱を巻き揚げて揚網を行っていた。 

Ａ船は、上記理由により、Ａ船のローラで左右の引き綱を巻き揚げ

た後、左側の引き綱をＢ船上に載せ替える必要があった。 

本件船団は、揚網時、網の重量により船尾方に引っ張られて後進行

きあしとなり、揚がってきた網がプロペラに絡むおそれがあるので、

後進行きあしを軽減する目的で、構成した横船列の中央に位置するＡ

船の機関を本事故当時と同程度に前進速力とする必要があった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

船長Ｂの死因は、骨盤開放骨折及び右大腿骨骨折による出血性ショ

ックであった。 

本件船団は、中部国際空港北西方沖において、接舷して横船列を構

成し、Ａ船の機関を前進とした状態で２そう船びき漁の揚網作業中、

船長Ｂが、Ａ船の左舷側舷縁に腰を掛けてローラで引き綱を巻き揚げ

ていた際、巻き揚げた引き綱が同舷縁を越えて海面に垂れ下がり、Ａ

船のプロペラに巻き込まれたことから、ローラとプロペラとの間で緊

張した引き綱と同舷縁との間に挟まれて死亡したものと推定される。 

船長Ｂがローラで巻き揚げた引き綱が舷縁を越えて海面に垂れ下が

っていることに気付かずに巻き揚げ作業を続けたことから、同引き綱

がＡ船のプロペラ付近まで到達した可能性があるものと考えられる

が、船長Ｂが本事故で死亡し、目撃者がいないことから、その状況を

明らかにすることができなかった。 
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原因  本事故は、本件船団が、中部国際空港北西方沖において、接舷して

横船列を構成し、Ａ船の機関を前進とした状態で２そう船びき漁の揚

網作業中、船長Ｂが、Ａ船の左舷側舷縁に腰を掛けてローラで引き綱

を巻き揚げていた際、巻き揚げた引き綱が同舷縁を越えて海面に垂れ

下がり、Ａ船のプロペラに巻き込まれたため、ローラとプロペラとの

間で緊張した引き綱と同舷縁との間に挟まれたことにより発生したも

のと推定される。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・機関を使用して操業中、ローラで巻き揚げたロープ等が海面に垂

れ下がるおそれがある場合、同ロープ等の状況を適宜確認すると

ともに、次の措置を講じるなどしてロープ等のプロペラへの巻き

込みを防止すること。 

① 作業を行う場所及び姿勢の検討。 

② ローラで巻き揚げたロープ等が舷縁を越えて海面に垂れ下が

ることを防止する柵の設置。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ Ａ船及びＢ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の船尾甲板 

 

Ａ船 
Ｂ船 


